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(57)【要約】
　【解決手段】　医療画像をキャプチャおよび送信する
モバイルデバイスおよび方法。モバイルデバイスは、画
像を取得するように構成されたカメラコンポーネントと
、サーバに対して動作可能な接続を確立するように構成
された通信インタフェースと、前記カメラコンポーネン
トおよび前記通信インタフェースへ動作可能に接続され
た処理デバイスとを含む。前記処理デバイスは、医療画
像をキャプチャおよび送信する方法を実行するように構
成される。前記方法は、カメラコンポーネントに患者の
身体上の創傷画像を取得させる工程と、前記取得された
画像に関連付けられた場所情報を受信する工程であって
、当該場所情報は、前記患者の身体上において前記創傷
が存在する場所を示すものである、前記場所情報を受信
する工程と、ユーザの要求に応答して、前記取得された
画像および前記場所情報を、前記通信インタフェースを
介して前記サーバに送信する工程とを含む。
　【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を取得して当該画像をモバイルデバイスからサーバに送信する方法であって、
　前記モバイルデバイスのカメラコンポーネントにより、患者の身体における創傷の画像
を取得する工程と、
　前記カメラコンポーネントに動作可能に接続された処理デバイスによって、前記取得さ
れた画像に関連付けられた場所情報を受信する工程であって、当該場所情報は、前記患者
の身体上において前記創傷が存在する場所を示すものである、前記場所情報を受信する工
程と、
　ユーザ要求に応答して、前記取得された画像および前記場所情報を、前記処理デバイス
に動作可能に接続された通信インタフェースを介して前記サーバに送信する工程と
　を有する方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、さらに、
　前記モバイルデバイスに固有の識別情報を前記取得された画像に関連付ける工程を有す
るものである方法。
【請求項３】
　請求項２記載の方法において、さらに、
　前記取得された画像と共に前記識別情報を送信する工程を有するものである方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、前記場所情報を受信する工程は、
　前記処理デバイスに動作可能に接続されたディスプレイにより、複数の選択可能な関心
領域を有する人体の画像を表示する工程と、
　ユーザにより選択された前記複数の選択可能な関心領域の少なくとも１つを受信する工
程と、
　前記ユーザ選択に基づいて前記場所情報を特定する工程と
　を有するものである方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、さらに、
　前記モバイルデバイスに関連付けられた固有の識別子を患者の記録に関連付けることに
より当該患者を登録する工程を有し、それにより、前記モバイルデバイスから前記サーバ
において受信された情報が当該患者の記録に関連付けられるものである方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、さらに、
　取得された画像を前記モバイルデバイスから削除する工程を有するものである方法。
【請求項７】
　請求項６記載の方法において、前記取得された画像が所定の時間内に前記サーバに送信
されない場合、前記取得された画像の削除が行われるものである方法。
【請求項８】
　請求項６記載の方法において、前記画像を削除するユーザの要求の受信に応答して、前
記取得された画像の前記削除が行われるものである方法。
【請求項９】
　請求項６記載の方法において、前記取得された画像が前記サーバに送信された後、前記
取得された画像の前記削除が行われるものである方法。
【請求項１０】
　請求項１記載の方法において、さらに、
　携帯電話ネットワークを介して前記モバイルデバイスと前記サーバとの間に接続を確立
する工程を有するものである方法。
【請求項１１】
　医療画像をキャプチャおよび送信するモバイルデバイスであって、
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　画像を取得するように構成されたカメラコンポーネントと、
　サーバに対して動作可能な接続を確立するように構成された通信インタフェースと、
　前記カメラコンポーネントおよび前記通信インタフェースに動作可能に接続された処理
デバイスであって、この処理デバイスは、
　　前記カメラコンポーネントに患者の身体上の創傷画像を取得させ、
　　前記取得された画像に関連付けられた場所情報を受信し、
　　ユーザ要求に応答して、前記取得された画像および前記場所情報を、前記通信インタ
フェースを介して前記サーバに送信するように構成されているものであり、
　　前記場所情報は、前記患者の身体上において前記創傷が存在する場所を示すものであ
る、
　前記処理デバイスと
　を有するモバイルデバイス。
【請求項１２】
　請求項１１記載のモバイルデバイスにおいて、さらに、
　固有の識別情報を有する非一時的記憶媒体を有するものであるモバイルデバイス。
【請求項１３】
　請求項１２記載のモバイルデバイスにおいて、前記処理デバイスは、さらに、前記取得
された画像と共に前記固有の識別情報を送信するように構成されるものであるモバイルデ
バイス。
【請求項１４】
　請求項１１記載のモバイルデバイスにおいて、さらに、
　前記処理デバイスに動作可能に接続されたディスプレイを有し、前記処理デバイスは、
さらに、
　　前記ディスプレイに複数の選択可能な関心領域を有する人体の画像を表示させ、
　ユーザにより選択された前記複数の選択可能な関心領域の少なくとも１つを受信し、
　前記ユーザ選択に基づいて前記場所情報を特定するように構成されているものであるモ
バイルデバイス。
【請求項１５】
　請求項１１記載のモバイルデバイスにおいて、さらに、
　非一時的記憶媒体を有し、前記処理デバイスは、さらに、前記取得された画像を前記非
一時的記憶媒体に記憶するように構成されているものであるモバイルデバイス。
【請求項１６】
　請求項１５記載のモバイルデバイスにおいて、前記処理デバイスは、さらに、前記取得
された画像を前記モバイルデバイスから削除するように構成されているものであるモバイ
ルデバイス。
【請求項１７】
　請求項１５記載のモバイルデバイスにおいて、前記処理デバイスは、さらに、前記取得
された画像が所定の時間内に前記サーバに送信されない場合、前記取得された画像を削除
するように構成されているものであるモバイルデバイス。
【請求項１８】
　請求項１５記載のモバイルデバイスにおいて、前記処理デバイスは、さらに、前記画像
を削除する旨のユーザ要求の受信に応答して、前記取得された画像を削除するように構成
されているものであるモバイルデバイス。
【請求項１９】
　請求項１５記載のモバイルデバイスにおいて、前記処理デバイスは、さらに、前記取得
された画像が前記サーバに送信された後、前記取得された画像を削除するように構成され
ているものであるモバイルデバイス。
【請求項２０】
　請求項１１記載のモバイルデバイスにおいて、前記通信インタフェースと前記サーバと
の間の前記動作可能な接続は、携帯電話ネットワークを有するものであるモバイルデバイ
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ス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願および優先権主張
　本願は、２０１０年１０月１１日の日付で出願された「創傷管理モバイル画像キャプチ
ャデバイス」（Ｗｏｕｎｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｉｍａｇｅ　Ｃａｐ
ｔｕｒｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）と題する米国仮特許出願第６１／３９１，９５９号および「創
傷管理モバイル画像キャプチャデバイス」（Ｗｏｕｎｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｉｍａｇｅ　Ｃａｐｔｕｒｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）と題する米国特許出願第１３／２
７０，５８６号の優先権の利益を主張する。これらの出願の各々は、この参照によりその
全体が本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　医療撮像技術における最近の進歩は、医療専門家が、これまで可能であったプロジェク
トを超える多くのプロジェクトで協力することを許すようになった。たとえば、ヨーロッ
パの医師は米国の医師へ画像を迅速に回送し、精査および評価されることを可能にする。
しかしながら、医療画像の画像キャプチャ、処理、および精査デバイスは、典型的には、
大きな財務投資を要求する高価なデバイスである。
【０００３】
　携帯型デバイスは、医療分野でも一層目立つようになった。医師はノートブックコンピ
ュータ、タブレットコンピュータ、パーソナル・デジタル・アシスタント（ｐｅｒｓｏｎ
ａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ：ＰＤＡ）、または他の類似のデバイスを持
ち歩き、医療画像にアクセスおよび精査する。しかしながら、画像にアクセスおよび精査
するためこれらのデバイスで実行されるソフトウェアプログラムは、一般的に複雑であり
、習熟するにはトレーニングおよび反復使用を要求する。
【０００４】
　医療画像をキャプチャ、記憶、送信、および評価するコストおよび複雑性により、医療
画像キャプチャの使用は、医療分野の職員、具体的には、安全な画像キャプチャデバイス
が利用可能な医療施設の職員へ限されてきた。コストおよび複雑性により、一般的に、医
療施設での典型的な使用を越えて家庭での患者、在宅治療を患者へ提供する介護士、およ
び入院および外来治療の施設および提供者による使用へと技術が展開されることを妨害し
てきた。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　記載の特定のシステム、デバイス、および方法は変動するため、本開示は、これらに限
定されるものではない。本記載で使用される用語は、特定のバージョンまたは実施形態を
説明することのみを目的とし、範囲を限定することは意図されない。
【０００６】
　本文書で使用される場合、単数形「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、文脈により
異なることが明瞭に記述されていない限り、複数の参照を含む。異なることが定義されな
い限り、本明細書で使用される全ての技術および科学用語は、当業者によって普通に理解
される意味と同じ意味を有する。本文書のいかなる部分についても、本文書で説明する実
施形態が先行発明に基づいた開示に先行する資格を有しないことを承認するものとして解
釈してはならない。この文書で使用される場合、「～を有する」の用語は、「これに限定
されるものではないが、～を含む」ことを意味する。
【０００７】
　１つの一般的な観点において、本明細書の実施形態は、画像を取得して当該画像をモバ
イルデバイスからサーバに送信する方法を開示する。前記方法は、前記モバイルデバイス
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のカメラコンポーネントにより、患者の身体における創傷の画像を取得する工程と、前記
カメラコンポーネントに動作可能に接続された処理デバイスによって、前記取得された画
像に関連付けられた場所情報を受信する工程であって、当該場所情報は、前記患者の身体
上において前記創傷が存在する場所を示すものである、前記場所を受信する工程と、ユー
ザ要求に応答して、前記取得された画像および前記場所情報を、前記処理デバイスに動作
可能に接続された通信インタフェースを介してサーバに送信する工程とを含む。
【０００８】
　他の一般的な観点において、本明細書の実施形態は、医療画像をキャプチャおよび送信
するモバイルデバイスを開示する。前記モバイルデバイスは、画像を取得するように構成
されたカメラコンポーネントと、サーバに対して動作可能な接続を確立するように構成さ
れた通信インタフェースと、前記カメラコンポーネントおよび前記通信インタフェースに
動作可能に接続された処理デバイスとを含む。前記処理デバイスは、前記カメラコンポー
ネントに患者の身体上の創傷の画像を取得させ、前記取得された画像に関連付けられた場
所情報を受信し（ここで前記場所情報は、前記患者の身体上において前記創傷が存在する
場所を示す）、ユーザの要求に応答して、前記取得された画像および前記場所情報を、前
記通信インタフェースを介してサーバに送信するように構成される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施形態に従った例示的画像キャプチャデバイスを使用する例示的デー
タ転送ネットワークを示す。
【図２】図２は、実施形態に従って、患者を記載し、創傷画像を取得してモバイル画像キ
ャプチャデバイスから安全なサーバにアップロードする例示的プロセスを示す。
【図３ａ】図３ａは、図２の例示的画像キャプチャプロセスを遂行するソフトウェアアプ
リケーションを実行している例示的モバイル画像キャプチャデバイスの例示的スクリーン
ショットを示す。
【図３ｂ】図３ｂは、図２の例示的画像キャプチャプロセスを遂行するソフトウェアアプ
リケーションを実行している例示的モバイル画像キャプチャデバイスの例示的スクリーン
ショットを示す。
【図３ｃ】図３ｃは、図２の例示的画像キャプチャプロセスを遂行するソフトウェアアプ
リケーションを実行している例示的モバイル画像キャプチャデバイスの例示的スクリーン
ショットを示す。
【図３ｄ】図３ｄは、図２の例示的画像キャプチャプロセスを遂行するソフトウェアアプ
リケーションを実行している例示的モバイル画像キャプチャデバイスの例示的スクリーン
ショットを示す。
【図３ｅ】図３ｅは、図２の例示的画像キャプチャプロセスを遂行するソフトウェアアプ
リケーションを実行している例示的モバイル画像キャプチャデバイスの例示的スクリーン
ショットを示す。
【図３ｆ】図３ｆは、図２の例示的画像キャプチャプロセスを遂行するソフトウェアアプ
リケーションを実行している例示的モバイル画像キャプチャデバイスの例示的スクリーン
ショットを示す。
【図３ｇ】図３ｇは、図２の例示的画像キャプチャプロセスを遂行するソフトウェアアプ
リケーションを実行している例示的モバイル画像キャプチャデバイスの例示的スクリーン
ショットを示す。
【図４】図４は、実施形態に従って、新しい患者を登録し、在宅治療環境で画像キャプチ
ャデバイスを使用する例示的プロセスを示す。
【図５ａ】図５ａは、図４の例示的プロセスを遂行するソフトウェアアプリケーションを
実行している例示的モバイル画像キャプチャデバイスの例示的スクリーンショットを示す
。
【図５ｂ】図５ｂは、図４の例示的プロセスを遂行するソフトウェアアプリケーションを
実行している例示的モバイル画像キャプチャデバイスの例示的スクリーンショットを示す
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。
【図５ｃ】図５ｃは、図４の例示的プロセスを遂行するソフトウェアアプリケーションを
実行している例示的モバイル画像キャプチャデバイスの例示的スクリーンショットを示す
。
【図５ｄ】図５ｄは、図４の例示的プロセスを遂行するソフトウェアアプリケーションを
実行している例示的モバイル画像キャプチャデバイスの例示的スクリーンショットを示す
。
【図５ｅ】図５ｅは、図４の例示的プロセスを遂行するソフトウェアアプリケーションを
実行している例示的モバイル画像キャプチャデバイスの例示的スクリーンショットを示す
。
【図５ｆ】図５ｆは、図４の例示的プロセスを遂行するソフトウェアアプリケーションを
実行している例示的モバイル画像キャプチャデバイスの例示的スクリーンショットを示す
。
【図５ｇ】図５ｇは、図４の例示的プロセスを遂行するソフトウェアアプリケーションを
実行している例示的モバイル画像キャプチャデバイスの例示的スクリーンショットを示す
。
【図６】図６は、本明細書で説明される様々な方法およびプロセスを実装しているコンピ
ューティングデバイスの実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書で使用される場合、「画像」または「医療画像」の用語は、創傷、傷跡、やけ
ど、あざ、腫瘍、奇形、または医療専門家によって精査および評価される医療関心事とな
る患者の身体領域の他の類似疾患の画像を意味する。
【００１１】
　「モバイルデバイス」とは、データを送信および受信する目的で通信ネットワークへ接
続することができる任意の携帯型コンピューティングデバイスを意味する。モバイルデバ
イスの例は、これに限定されるものではないが、ノートブックコンピュータ、ネットブッ
クコンピュータ、タブレットコンピュータ、パーソナル・デジタル・アシスタント（ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ：ＰＤＡ）、携帯電話、スマートフ
ォン（すなわち、標準携帯電話の機能を超えた追加機能を組み込んだ統合モバイル・オペ
レーティング・システムを有する携帯電話）、および他の類似のデバイスを含む。
【００１２】
　「画像キャプチャデバイス」とは、対象物のキャプチャ画像をコンピュータ読み取り可
能メモリデバイスへ転送するように構成されたカメラまたは光検出器を意味する。本明細
書で使用される場合、画像キャプチャデバイスとは、一般的に、特に指定されない限り、
デジタル画像キャプチャデバイスを意味する。追加的に、画像キャプチャデバイスは、一
般的に、特に指定されない限り、モバイルおよび無線デジタルデバイス内に統合される。
【００１３】
　本発明は、医療画像をキャプチャ、医療画像の場所を特定、および医療画像をモバイル
デバイスから安全なサーバにアップロードして、医療専門家によるプラメトリック（ｐｌ
ａｍｅｔｒｉｃ）測定、精査、および評価が行われるようにするソフトウェアを含むモバ
イルデバイスに関する。モバイルデバイスは患者または介護士によって使用され、医療画
像がキャプチャおよび特定されるので、回復期の創傷または他の関心領域を定期検査する
ために何度も診療所へ訪問する必要がなくなる。モバイルデバイスは、患者の創傷治療を
文書化する携帯手段を提供する。
【００１４】
　医療モバイルデバイス、たとえば、スマートフォンは、患者によって所有される。医療
専門家、介護士、または医療提供者は、適当なソフトウェア、たとえば、ダウンロード可
能アプリケーションを患者のモバイルデバイスへインストールし、医療画像をキャプチャ
、特定、およびアップロードするために遵守すべきステップを含め、患者と共にソフトウ
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ェアを確認する。次に、患者は、診療所へ訪問する追加の不便なしに、自宅で医療画像を
キャプチャし、主治医または他の医療専門家へ画像を転送し、関心領域に関する情報を受
信するため、時間および費用が節約される。そのようなデバイスの例示的プロセスおよび
アプリケーションインタフェースは、図２および図３ａ～図３ｇを参照して下記で説明す
る。
【００１５】
　同様に、在宅介護士は、介護士が治療を提供する複数の患者によって使用される類似の
アプリケーションを含む単一のモバイルデバイスを有する。介護士のモバイルデバイスは
、介護士が患者の記録へアクセスし、その特定の患者の記録に関連付けられた追加の画像
をキャプチャおよびアップロードすることを可能にする。介護士のモバイルデバイスの例
示的プロセスおよびアプリケーションインタフェースは、図４および図５ａ～図５ｇを参
照して下記で説明する。
【００１６】
　図１は、例示的データネットワーク１００を示す。ネットワーク１００は、複数のモバ
イルデバイス１０５ａ、１０５ｂ、および１０５ｃを含む。モバイルデバイス１０５ａ、
１０５ｂ、および１０５ｃは、無線接続を介してネットワーク１１０へ動作可能に接続さ
れる。ネットワーク１１０は、ローカル・エリア・ネットワーク、たとえば、イントラネ
ット、または広域ネットワーク、たとえば、インターネットである。モバイルデバイス１
０５ａ、１０５ｂ、および１０５ｃは、標準無線接続、たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ（たとえば
、ＩＥＥＥ標準８０２．１１ｎ）を介して、ネットワーク１１０へ動作可能に接続される
。代替として、モバイルデバイス１０５ａ、１０５ｂ、および１０５ｃは、セルラ無線デ
ータ標準、たとえば、３Ｇデータ接続を介してネットワーク１１０へ接続される。
【００１７】
　ネットワーク１１０は、ファイアウォール１１５を介して第２のネットワーク１２０へ
動作可能に接続される。第２のネットワークは、安全なローカル・エリア・ネットワーク
、たとえば、病院イントラネットであるため、ファイアウォールによって提供されるセキ
ュリティが必要とされる。複数のワークステーション１２５ａ、１２５ｂ、および１２５
ｃはネットワーク１２０へ動作可能に接続される。追加的に、バックエンド１３０がネッ
トワーク１２０へ動作可能に接続される。バックエンド１３０は、１若しくはそれ以上の
アプリケーションサーバ１４０へ動作可能に接続された１若しくはそれ以上のデータベー
スサーバ１３５を含む。バックエンド１３０はモバイルデバイス１０５ａ、１０５ｂ、お
よび１０５ｃと交信するように構成され、モバイルデバイスを介して患者識別および画像
キャプチャ／アップロードを可能にする。バックエンド１３０は、さらに、ワークステー
ション１２５ａ、１２５ｂ、および１２５ｃと交信するように構成され、ワークステーシ
ョンのユーザが、データベースサーバ１３５に記憶された患者関連情報にアクセスするこ
とを可能にする。図１で示される様々なデバイスの機能は、モバイルデバイス１０５ａ、
１０５ｂ、および１０５ｃとバックエンド１３０との交信を含めて図２～図６に参照して
より詳細に説明する。
【００１８】
　図１で示されるコンポーネントの配置および数は、単なる例として示されることに注意
すべきである。ネットワーク１００の構成および意図された用途に応じて、コンポーネン
トの追加的な構成が使用される。
【００１９】
　図２および図３ａ～図３ｇを交互に説明し、本開示の第１の例示的実施形態を示す。図
２は、例示的プロセスを示す。この例示的プロセスは、患者が１若しくはそれ以上の医療
画像をキャプチャ、特定、精査してモバイルデバイス（たとえば、図１で示されるモバイ
ルデバイス１０５ａ、１０５ｂ、および１０５ｃのうちの１つ）から安全なサーバ（たと
えば、図１で示されるアプリケーションサーバ１４０）へアップロードし、医療専門家が
、サーバに動作可能に接続された安全なワークステーション（たとえば、図１で示される
１若しくはワークステーション１２５ａ、１２５ｂ、および１２５ｃ）を介して精査およ
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び評価できるように遂行される。
【００２０】
　モバイルデバイスが、患者の使用のために発行または構成されると、患者および関連情
報が登録される（２０２）。登録２０２は、患者に関する必須情報を含むデジタル患者記
録を作成すことを含む。登録２０２は、さらに、モバイルデバイス識別（ＩＤ）番号を患
者記録に関連付けることを含む。こうして患者は、モバイルデバイスにインストールされ
た専用アプリケーションにアクセスし、デジタル画像を取得して安全なサーバにアップロ
ードする。具体的には、患者は専用アプリケーションを使用して創傷画像を取得およびア
ップロードし、患者が遵守している創傷治療管理プロセスを記録する。
【００２１】
　モバイルデバイスが初期化されたとき、ソフトウェアは「ようこそ（Ｗｅｌｃｏｍｅ）
」スクリーンを表示する（２０４）。「ようこそ」スクリーンにおいて、患者は様々な機
能ボタンを閲覧し（２０４）、遂行すべき機能を選択し得る。図３ａは、モバイルデバイ
ス３００が初期化されたとき閲覧できる１０２「ようこそ」スクリーンの例示的スクリー
ンショットを示す。図３ａで示されるように、医療画像はまだキャプチャされておらず、
したがって閲覧すべきサムネイルは存在しない。その代わりに、スクリーン３０５は「よ
うこそ」および写真撮影の命令（Ｔｏｕｃｈ　Ｔａｋｅ　Ｐｈｏｔｏ）を提供する。
【００２２】
　初期化スクリーンは、患者が、電源オフ（Ｐｏｗｅｒ　Ｏｆｆ）を選択（２０６）、場
所を選択（２０８）、写真撮影（Ｔａｋｅ　Ｐｈｏｔｏ）を選択（２１０）、写真送信（
Ｓｅｎｄ　Ｐｈｏｔｏ）を選択（２１２）、および削除（Ｄｅｌｅｔｅ）を選択する（２
１４）オプションを含む。図３ａで示されるように、初期化が行われたとき、写真撮影（
Ｔａｋｅ　Ｐｈｏｔｏ）を選択する（２１０）ボタン３１５と共に、電源オフ（Ｐｏｗｅ
ｒ　Ｏｆｆ）を選択する（２０４）ボタン３１０が選択可能である。他のボタンは灰色に
され、アクセス不可能である。
【００２３】
　患者は、ボタン３１５を押すことによって写真撮影を選択する（２１０）。写真撮影を
選択（２１０）することにより、ソフトウェアアプリケーションは、図３ｂで示される写
真取得モードになる。このモードにおいて、ソフトウェアアプリケーションのレイアウト
は横長モードへシフトし、モバイルデバイス３００を回転するように患者にプロンプトし
て、当該デバイスは従来のカメラのように配置される。前記ソフトウェアは、モバイルデ
バイス３００のカメラコンポーネントによってキャプチャされつつあるものを示すスクリ
ーン３２０を表示する。関心領域に画像を中央揃えするため、焦点アイコン３２５が含ま
れる。患者は、モバイルデバイス３００上の画像取得ボタン３３０を押すことによって、
画像を取得する（２１６）。患者が画像取得ボタン３３０を押したとき、モバイルデバイ
ス３００のカメラコンポーネントは、その能力に応じて様々な機能を実行する。たとえば
、カメラコンポーネントはオートフォーカス、画像を安定化、周囲光レベルを検出し、光
レベルが低過ぎる場合はフラッシュをたく。
【００２４】
　医師の指示に従って、患者は、取得されつつある画像（２１６）の尺度に関する基準を
提供するため、画像の中に測定デバイスを含める。たとえば、図３ｂで示されるように、
画像の中に定規を含める。前記測定デバイスは、取得された画像を分析している医療専門
家に、写真撮影されている創傷または関心領域のサイズを測定する基準対象を提供する。
こうして、医療専門家は測定デバイスに基づいて、キャプチャされた医療画像を自己の表
示デバイス上で較正することにより、医療画像の実物大表示を見ることができる。図３ｂ
において、測定デバイスは、単なる例として定規が示されることに注意すべきである。公
知の寸法規定を有する追加の測定デバイス、たとえば、コインが、追加または代替として
使用される。同様に、色の較正機能を提供するため、色見本が使用される。
【００２５】
　患者が医療画像を取得した後（２１６）、前記ソフトウェアは、画像が患者身体上のど



(9) JP 2014-509874 A 2014.4.24

10

20

30

40

50

の場所から取得された（２１６）かについて、テキストおよび視覚プロンプトを介して患
者にプロンプトし、決定させる（２１８）。モバイルデバイスは、場所選択スクリーンを
表示する（２２０）。例示的場所選択スクリーンは、図３ｃに示される。場所選択スクリ
ーンから、患者は、画像が取得された個所（２１６）を示す場所を選択する（２２２）。
人体の具体像を含むスクリーン３３５が、モバイルデバイス３００に表示される。方向ボ
タン３４０の１つを選択することによって、具体像の複数の表示が循環される。たとえば
、患者は前方（Ｆｒｏｎｔ）、右方（Ｒｉｇｈｔ）、後方（Ｂａｃｋ）、左方（Ｌｅｆｔ
）から具体像を閲覧する。個々の表示は、複数の関心領域３４５に分割されてもよい。患
者は、特定の関心領域３４５の１つを選択し（２２２）、身体のどこから画像が取得され
た（２１６）かを示す。患者は、保存（Ｓａｖｅ）ボタン３５０を選択することによって
、場所スクリーンを終了する。
【００２６】
　場所を選択した後（２２２）、ソフトウェアアプリケーションは「ようこそ」スクリー
ンへ戻る（２０４）。図３ｄは、取得された（２１６）画像を含むスクリーン３０５の例
示的表示を示す。ここで、写真の送信（Ｓｅｎｄ　Ｐｈｏｔｏ）を選択する（２１２）ボ
タン３５５、画像の削除（Ｄｅｌｅｔｅ）を選択する（２１４）ボタン３６０、および場
所（Ｌｏｃａｔｉｏｎ）を選択する（２０８）ボタン３６５を含む追加ボタンが、選択用
に利用可能である。患者が画像の場所を選択する（２０８）ボタン３６５を選択する場合
、プロセスは、場所選択スクリーンを表示して（２２０）場所を選択する（２２２）上述
のプロセスと同じである。患者が以前に画像の場所を不正確に入力した場合、患者は場所
を再び選択する（２０８）。
【００２７】
　患者は、取得された（２１６）写真を送信（Ｓｅｎｄ　Ｐｈｏｔｏ）を選択する（２１
２）。接続済みでない場合、モバイルデバイス３００はアプリケーションサーバと無線ネ
ットワーク接続を確立し、アップロードプロセスを開始する。図３ｅで示されるように、
スクリーン３０５はアップロードが進行中（Ｕｐｌｏａｄ　ｉｎ　ｐｒｏｇｒｅｓｓ）で
あることを表示する。アップロードプロセスはデバイス識別子をアップロードする（２２
４）ことを含む。上述したように、登録している間に（２０２）患者の記録は特定のデバ
イス識別子に関連づけられ、これにより、患者の記録が、患者に割り当てられたモバイル
デバイス３００とリンクされる。アップロードプロセスの間に、モバイルデバイス３００
はデバイス識別子をアップロードする（２２４）。アプリケーションサーバは識別子を受
信し、この情報に基づいて、アップロードされるべき画像に関連付けられた患者の記録を
特定する。次に、画像がアプリケーションサーバにアップロードされる（２２６）。追加
的に、アップロードされつつある（２２６）画像に特有の情報が、同じようにアップロー
ドされる。たとえば、画像に含まれる創傷の場所に関連した情報、日付およびタイムスタ
ンプ情報、および画像の取得（２１６）に関連した他の情報が、同じようにアプリケーシ
ョンサーバにアップロードされる。
【００２８】
　モバイルデバイス３００およびアプリケーションサーバの構成に応じて、画像が安全に
送信されることを保証するため、１若しくはそれ以上の暗号化技法が使用される。追加的
に、ＨＩＰＡＡ規制により、特定の暗号化／復号化技術を使用することが必要となる。一
旦、画像がアップロードされると（２２６）、追加的な患者セキュリティを目的として画
像がモバイルデバイス３００から除去される（２２８）。図３ｆは、画像のアップロード
に成功したこと（２２６）を確認するモバイルデバイス３００のスクリーン３０５を示す
例示的表示を示す。
【００２９】
　患者は、さらに、取得された（２１６）画像の削除を選択する（２１４）。患者は、画
像の削除を希望していることを確認するようにプロンプトされる（２３０）。前記ソフト
ウェアアプリケーションが、患者が画像の削除を選択したことを決定する場合（２３２）
、画像はモバイルデバイス３００から削除され（２３４）、ソフトウェアは「ようこそ」
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スクリーンへ戻る（２０２）。ソフトウェアが、患者が画像の削除を希望しないことを決
定する場合（２３２）、ソフトウェアは「ようこそ」スクリーンへ戻り（２０２）、患者
は取得された（２１６）画像を処理する他のオプションを選択する。図３ｇは、画像の削
除を患者が確認することを要求するプロンプト３７０がスクリーン３０５に表示されるモ
バイルデバイス３００の例示的表示を示す。
【００３０】
　患者は、さらに、モバイルデバイス３００の電源オフ（Ｐｏｗｅｒ　Ｏｆｆ）を選択す
る（２０６）。電源オフが選択されると（２０６）、デバイスによってキャプチャされた
画像は削除され（２３８）、アプリケーションは終了する。
【００３１】
　上述したプロセスは、単なる例として示され、修正されてもよいことに注意すべきであ
る。たとえば、画像が取得された後の（２１６）所定の設定時間（たとえば、２分間）の
後、安全なサーバに画像が自動的にアップロードされる（２２６）機能が組み込まれても
よい。同様に、患者はモバイルデバイスを最初に使用するときのみ画像の場所を決定する
ように（２１８）プロンプトされてもよい。次に、モバイルデバイスは、取得される（２
１６）各々の追加画像について、当該場所をデフォルトの場所とする。
【００３２】
　画像がアップロードされた後（２２６）、ワークステーションの１つにおけるユーザは
バックエンド（たとえば、バックエンド１３０）にアクセスし、創傷画像を閲覧および分
析する。分析は、創傷のサイズの決定、健常組織の成長または劣化の測定、創傷の輪郭の
追跡、および創傷表面領域のプラメトリック測定の遂行、および他の類似の分析技法を含
む。
【００３３】
　患者の個人情報を保護するため、追加的な安全機能がソフトウェアアプリケーション内
に実装される。たとえば、モバイルデバイスがスリープモードへ入るか、所定の時間の間
（たとえば、１０分間）非アクティブである場合、デバイスに記憶された取得画像は削除
される。追加的に、ユーザ名／パスワードセキュリティ機能をソフトウェア内に実装して
、ソフトウェアアプリケーションにアクセスするために患者のログオンが必要となるよう
にしてもよい。
【００３４】
　図４および図５ａ～図５ｇを交互に説明し、本開示の第２の例示的実施形態を示す。図
４は、介護士が、介護士の監視のもとにある患者の１若しくはそれ以上の医療画像をキャ
プチャ、特定、精査し、モバイルデバイス（たとえば、図１で示されるモバイルデバイス
１０５ａ、１０５ｂ、および１０５ｃの１つ）から安全なアプリケーションサーバ（たと
えば、図１で示されるアプリケーションサーバ１４０）へアップロードし、医療専門家が
、アプリケーションサーバに動作可能に接続された安全なワークステーション（たとえば
、図１で示される１若しくはワークステーション１２５ａ、１２５ｂ、および１２５ｃ）
を介して精査および評価できるように遂行される例示的プロセスを示す。
【００３５】
　介護士は、介護士の監視のもとにある複数の患者について創傷画像をキャプチャおよび
アップロードするため、介護士によって使用される関連モバイルデバイスを有する。モバ
イルデバイスが介護士の使用のために発行または構成されると、介護士はデバイスへログ
インするための（４０２）ユーザ名およびパスワードを割り当てられる。図５ａは、モバ
イルデバイス５００上で表示される例示的ログインスクリーンを示す。ログインスクリー
ンは、ユーザ名またはＩＤフィールド５０５、パスワード（Ｐａｓｓｗｏｒｄ）フィール
ド５１０、電源オフ（Ｐｏｗｅｒ　Ｏｆｆ）ボタン５１５、およびログイン（Ｌｏｇｉｎ
）ボタン５２０を含む。介護士は、ユーザ名およびパスワードを適当なフィールド５０５
および５１０に入力し、ログイン５２０を選択してモバイルデバイス５００をアンロック
し、アプリケーションサーバにアクセスする。
【００３６】
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　一旦、介護士がデバイスにアクセスすると（４０２）、ソフトウェアアプリケーション
は、介護士が新しい患者を訪問しているのか、既存の患者を訪問しているのかを決定する
（４０４）。介護士が既存の患者を訪問している場合、介護士は既存の患者記録を検索す
る（４０６）。図５ｂは、例示的検索スクリーンを示す。介護士は患者名をフィールド５
２５へ入れ、検索（Ｓｅａｒｃｈ）ボタン５３０を選択する。検索の結果（５３５）は、
介護士の選択用に表示される。
【００３７】
　患者が新しい患者であると決定された場合（４０４）、介護士はモバイルデバイスを介
して新しい患者を登録する（４０８）。上記と同様に、登録４０８は、患者に関連した必
須情報を含むデジタル患者記録の作成を含む。患者が既存の患者である場合、介護士は、
患者の創傷が新しい部位にあるか、患者記録の中で既にリストされた既存の部位にあるか
を決定する（４１０）。当該部位が既存の部位である場合、介護士は患者記録から既存の
部位を選択することができる（４１４）。図５ｃで示されるように、患者の既存の部位の
リスト５４０がモバイルデバイス５００に示される。介護士は、また、新しい部位（Ｎｅ
ｗ　Ｓｉｔｅ）を決定するため（４１２）、ボタン５４５をさらに選択する。追加的に、
患者が新しい患者として登録される場合（４０８）、介護士は同じように新しい部位を選
択する（４１２）。
【００３８】
　図５ｄは、介護士が新しい部位を選択する場合（４１２）にモバイルデバイス５００が
表示する例示的スクリーンを示す。前記ソフトウェアアプリケーションは、創傷が患者身
体上のどの場所で撮像されつつあるのかについて、テキストおよび視覚プロンプトを介し
て介護士にプロンプトし、決定させる。モバイルデバイス５００は、場所選択スクリーン
５５０を表示する。場所選択スクリーン５５０は、人体の具体像を含む。方向ボタン５５
０の１つを選択することによって、具体像の複数の表示が循環される。たとえば、介護士
は前方（Ｆｒｏｎｔ）、右方（Ｒｉｇｈｔ）、後方（Ｂａｃｋ）、または左方（Ｌｅｆｔ
）から具体像を閲覧する。個々の表示は、複数の関心領域５６０に分割されてもよい。介
護士は適当な領域を選択し、保存（Ｓａｖｅ）ボタン５６５を選択することによって、場
所スクリーンを終了する。
【００３９】
　一旦、介護士が部位を特定すると、介護士は創傷の写真を撮影する（４１６）。図５ｅ
は、写真撮影の準備ができたモバイルデバイス５００の例示的表示を示す。このモードに
おいて、ソフトウェアアプリケーションのレイアウトは横長モードへシフトし、モバイル
デバイス５００を回転するように介護士にプロンプトして、当該モバイルデバイスは従来
のカメラのように配置される。前記ソフトウェアは、モバイルデバイス５００のカメラコ
ンポーネントによってキャプチャされつつあるものを示すスクリーン５７０を表示する。
関心領域に画像を中央揃えするため、焦点アイコン５７５が含まれる。介護士は、モバイ
ルデバイス５００上の画像取得ボタン５８０を押すことによって、写真を撮影する（４１
６）。介護士が画像取得ボタン５８０を押したとき、モバイルデバイス５００のカメラコ
ンポーネントは、その能力に応じて様々な機能を実行する。たとえば、カメラコンポーネ
ントは、オートフォーカス、画像を安定化、周囲光レベルを検出し、光レベルが低過ぎる
場合はフラッシュをたく。
【００４０】
　画像を撮影した後（４１６）、介護士はアプリケーションサーバに写真を送信すること
を選択する（４１８）、電話から写真を削除することを選択する（４２２）。図５ｆは、
取得された画像の例示的スクリーンショットおよびモバイルデバイスからアプリケーショ
ンサーバに写真を安全に送信するための（４１８）写真送信（Ｓｅｎｄ　Ｐｈｏｔｏ）（
５８５）ボタンを示す。反対に、図５ｇは、介護士が写真の削除を選択したときのモバイ
ルデバイス５００のスクリーンショットを示す。削除（Ｄｅｌｅｔｅ）ボタン５９０が選
択されると、ソフトウェアアプリケーションは、介護士が写真の削除を希望することを確
認するプロンプト５９５を表示する。介護士は写真を削除するか、取得された画像スクリ
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ーン（図５ｆで示される）へ戻るかを選択する。介護士が写真をアプリケーションサーバ
に送信した後（４１８）、介護士は他の写真を撮影するか（４１６）どうか（４２０）を
選択する。
【００４１】
　上述したように、写真が送信された後（４１８）、ワークステーションの１つにいるユ
ーザは、バックエンド（たとえば、バックエンド１３０）にアクセスし、創傷画像を閲覧
および分析する。分析は、創傷のサイズの決定、健常組織の成長または劣化の測定、創傷
の輪郭の追跡、および創傷の表面領域のプラメトリック測定の遂行、および他の類似の分
析技法を含む。
【００４２】
　図６は、上述されたモバイルデバイス内に組み込まれる例示的内部ハードウェアのブロ
ック図を図示する。バス６００は、ハードウェアの他の図示されたコンポーネントを相互
に接続する主情報幹線路として機能する。ＣＰＵ６０５は、システムの中央処理ユニット
（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ：ＣＰＵ）であり、プログラムを実
行するために要求される計算および論理演算を実行する。ＣＰＵ６０５は、単独または図
６で開示される他の要素の１若しくはそれ以上と連携して、本開示の中で使用される用語
としての例示的処理デバイス、コンピューティングデバイス、またはプロセッサとなる。
読み出し専用メモリ（Ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ：ＲＯＭ）６１０およびランダ
ム・アクセス・メモリ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ：ＲＡＭ）６１５は
、例示的メモリデバイスを構成する。
【００４３】
　コントローラ６２０は、１若しくはそれ以上の任意選択メモリデバイス６２５をシステ
ムバス６００へインタフェースする。これらのメモリデバイス６２５は、たとえば、ハー
ドドライブ、フラッシュメモリなどを含む。追加的に、メモリデバイス６２５は、取得さ
れた画像を記憶する個々のファイル、ソフトウェアモジュールまたは命令、補助データ、
結果群を記憶する共通ファイル、および上述された関連情報を含むように構成される。
【００４４】
　プログラム命令、ソフトウェア、または上述されたソフトウェアアプリケーションに関
連付けられた機能ステップを実行する交信モジュールは、ＲＯＭ６１０および／またはＲ
ＡＭ６１５の中に記憶される。選択的に、プログラム命令は有形のコンピュータ読み取り
可能媒体、たとえば、フラッシュメモリ、メモリカード、および／または他の記録媒体に
記憶される。
【００４５】
　ディスプレイインタフェース６３０は、バス６００からの情報を音声、視覚、グラフィ
ック、または英数字形式でディスプレイ６３５上に表示することを可能とする。情報は、
取得された画像および他の関連情報を含む。外部デバイスとの通信は、様々な通信ポート
６４０を使用して行われる。例示的通信ポート６４０は、通信ネットワーク、たとえば、
インターネットまたはローカル・エリア・ネットワークへ接続される。
【００４６】
　入力インタフェース６４５は、入力デバイス６５５、たとえば、上述されたカメラコン
ポーネントならびにキーボード６５０へ動作可能に接続される。上述されたモバイルデバ
イスにおいて、ディスプレイ６３５は、さらに、タッチスクリーンインタフェースを介す
る入力デバイス６５５として機能するように構成される。
【００４７】
　上記で開示された様々な特徴および機能、および他の特徴および機能、またはこれらの
代替物は、望ましくは、他の多くの異なるシステムまたはアプリケーションの中へ結合す
ることができることが理解されるであろう。さらに、現在では予見または予想されない様
々な代替、修正、変形、または、これらにおける改良が、当業者によって後に行われても
よいことが理解されるであろう。これらもまた、開示された実施形態によって包含される
ことを意図される。
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